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国と地方の
法的関係
見直し

義務づけ・
基準づけ
等の見直し

分権的な
財政システ
ムの改革

分権的な
地方行政
制

地方分権推進委員会 地方分権改革推進会議 地方分権改革推進委員会

2001年度頃から地方交付
税制度の見直し（段階補正
の縮小）、臨時財政対策債
の開始

地方分権一括法
2000.4.1施行
ただし、合併特例法（旧法）は即時施行

事務事業の見直し（義
務づけ・基準づけ等の
見直し）

関係法令の一括した見直し等に
より、国と地方の役割分担の見
直しへ、地方分権一括法

4兆円の国庫補助
負担金の圧縮

3兆円の
税源移譲

地方分権21世紀ビジョン
懇談会

三位一体改革

地方財政計画の縮減

地方交付税の見直し（補正係数、保留財源等） 算定の簡素化（新型交付税）

歳出・歳入一体改革による地方財政の縮減

合併特例法（旧法） 合併特例法（新法）

財政優遇措置を強化 財政優遇措置は原則なし、都道府県の役割強化

地域自治区、合併特例区などの地域自治組織の導入
自主的な都道府県合併の枠組の導入
（第27次地制調）

これまでの地方分権議論：

「住民・国民のための地方
分権」という視点の欠如

（軽視）住民のため

（重視）財政再建のため

小泉政権以降 「小さな政府」、「市場経済万能主義」

国民生活に暗い影

地方分権改革推進委員会
中間的な取りまとめ（2007年11月）

■地方分権改革の理念、検討の方向性
が示される
■行政・法律問題と財政問題が一体的に
議論されていない
■経済的自立による地方活性化に偏重

国民の求める地方分権：
住民自らが地域に必要なサービスを選択し、個々人のニーズに応じてサービスを享受でき
る地方分権

連合の考える地方分権の視点
地域の支え手としての住民・働く者の視点 自治体・地方議会の機能・役割の整理

地域が選択できる公共サービスの提供のあり方 地方財政の健全な運営

連合の
地方分権
政策

連合の地方分権政策：各論要旨

住民の参加保障 基礎自治体の優先

新たな「三位一体改革」 道州制議論のあり方

地方財政運営

住民の声住民の声

参加・反映
政策決定過程

行政評価行政事務簡素化、
情報アクセス向上

住民に身近なサービスは
できる限り自治体が決定

自治体のあり方

事務範囲・水準

義務付けの縮小

自治体間の連携

逆事務処理の特例

住
民
意
思

地方税財源の充実確保

地方交付税

税源移譲
国税：地方税＝50:50
偏在性が小さい税目を
中心に移譲（地方消費
税や個人住民税等）

国庫補助負担金
補助率の引き下げによら
ない一般財源化
国直轄事業への地方と
の事前協議制導入

新たな
「三位一体改革」

適切な道程を経た議論

道
州
制

政府・与党
経済団体

ゴール
組織・枠組み論中心
経済活性化に偏重

連合
手段・
仕組み

地方分権改革が抱える
諸課題を解決後に検討

団体・組織 位置づけ ポイント

情報開示 チェック機能

再建団体制度 債務調整制度

適格性、網羅性、迅速性、透明性、
分かりやすさに配慮し開示

議会審議の充実、監査の充実

必要な制度の見直し、
住民サービスの水準確保

一律的に導入しない

新型交付税の
拡大抑制

地方財政委員会
の設置

透明性で健全な財政運営

統治よりも自治に軸足

議会審議
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